
船舶事故調査報告書 

令和６年５月２９日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突（灯浮標） 

発生日時 令和５年７月７日 １５時４１分ごろ 

発生場所 愛媛県松山
まつやま

市由
ゆ

利
り

島南南東方沖（伊
い

予
よ

灘
なだ

航路第８号灯浮標） 

 由利島灯台から真方位１４７°１.０海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３３°４９.９′ 東経１３２°３２.６′） 

事故の概要 液体化学薬品ばら積船兼油タンカー日
にっ

祥
しょう

丸は、航行中、灯浮標に

衝突した。 

事故調査の経過 令和５年９月５日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

液体化学薬品ばら積船兼油タンカー 日祥丸、４９９トン 

１３７２４０、マツダマリン株式会社、株式会社不二海運（船舶借

入人） 

 乗組員等に関する情報 船長、四級（航海） 

航海士Ａ、四級（航海） 

 負傷者 なし 

 損傷 本船 左舷船尾部外板等に擦過傷 

灯浮標 太陽光パネル等に破損、防護枠等に曲損 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南南東、風力 ３、視界 約１.５Ｍ 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の中央期、潮流 南南西流約１.３

ノット（kn） 

 事故の経過  本船は、船長及び航海士Ａほか４人が乗り組み、航海士Ａが単独で

船橋当直に当たり、電子海図の重畳機能のあるレーダーを３Ｍレン

ジ、コースアップとし、約１０kn の対地速力で、自動操舵により南西

進していた。 

航海士Ａは、左舷船首方約１.５Ｍに伊予灘航路第８号灯浮標（以

下「本件灯浮標」という。）を視認し、左舷方約０.５Ｍの距離で通過

すると思っていたところ、船橋後部に設置されているＦＡＸの受信音

が聞こえたので、後方を向いてＦＡＸから印刷された書類の確認を始

めた。 

航海士Ａは、ＦＡＸから次々と印刷される書類の確認に意識を向け

ていたが、左舷側に何か当たったような大きな音が聞こえたので、左

舷ウイングから左舷側の船体を確認したところ、ボート甲板の左舷側

外板に擦過傷を認め、本件灯浮標に接触したと思い、船長に報告し

た。 

船長は、昇橋して本船の損傷を確認した後、操船を指揮し、反転し

て本件灯浮標に向かい、本件灯浮標の外観の確認を行ったところ太陽



光パネルなどに損傷を認めたので、本事故の発生を海上保安庁に通報

した。 

航海士Ａは、ふだん、船橋当直中にＦＡＸで書類を受信したとき、

船橋当直終了後に確認するようにしていたが、本事故当時、釣
つる

島水道

を通過して広い海域に出て安心し、また、本件灯浮標を左舷に見て通

過できると思い、書類の確認に意識を向けていた。 

航海士Ａは、本件灯浮標の方に流れる潮流に圧流されて衝突したの

ではないかと本事故後に思った。 

分析 本船は、約１.３kn の南南西流のある状況下、南西進中、航海士Ａ

が、左舷船首方に見えた本件灯浮標を左舷に見て通過できると思い、

後方を向き、ＦＡＸから印刷された書類の確認を続けたことから、潮

流に圧流されて本件灯浮標に接近していることに気付かず、本件灯浮

標に衝突したものと考えられる。 

原因 本事故は、本船が、約１.３kn の南南西流のある状況下、南西進

中、航海士Ａが、左舷船首方に見えた本件灯浮標を左舷に見て通過で

きると思い、後方を向き、ＦＡＸから印刷された書類の確認を続けた

ため、潮流に圧流されて本件灯浮標に接近していることに気付かず、

本件灯浮標に衝突したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船橋当直者は、当直中に航行に関係する情報等を受信した場合

は、障害物、航行船等がなく安全が確保された海域において、自

船の影響のある必要事項のみの確認を速やかに行い、操船に専念

すること。 

・船橋当直者は、灯浮標の近くを航行する時は、コンパスの方位変

化やレーダー映像で圧流の程度を確認し、当該灯浮標から十分に

離れて航行できるように適切な針路で航行すること。 

 


